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 各指定障害福祉サービス事業所運営法人代表者 

各指定障害者支援施設運営法人代表者 

各指定一般相談支援事業所運営法人代表者    様 

各指定障害児通所支援事業所運営法人代表者 

各指定障害児入所施設運営法人代表者 

 （岐阜市所管の施設等は除く。） 

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課長 

 

調理師就業届出制度の周知について 

 

 このことについて、別添のとおり厚生労働省健康局健康課長から通知がありましたので

お知らせします。 

事業所、社会福祉施設、病院、介護老人保健施設等において調理業務に従事する調理師

には、２年ごとに調理師法第５条の２第１項の規定に基づく届出が義務づけられています。 

 当県では、調理師法第５条の２第１項の規定に基づく調理師就業届出の受理事務を一般

社団法人岐阜県調理師連合会に委託しております。ついては、当該連合会が作成した届出

に関するリーフレット及び届出書を添付しますので、下記県ホームページとあわせ、貴法

人の調理師に周知いただきますようお願いします。 

 

記 

 

○岐阜県ホームページ（調理師就業届出制度） 

ＵＲＬ：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/245817.html 
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